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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第53期

第３四半期
連結累計期間

第54期
第３四半期
連結累計期間

第53期

会計期間
自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日

自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日

売上高 (千円) 70,607,228 71,594,061 96,478,696

経常利益 (千円) 4,915,632 5,303,783 6,379,410

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 3,431,085 3,361,454 4,446,829

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 4,652,242  2,248,725 5,597,300

純資産額 (千円) 44,200,475 46,217,886 45,203,384

総資産額 (千円) 64,305,223 68,825,858 68,588,053

１株当たり四半期(当期)
純利益

(円) 99.79 97.76 129.33

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― 97.66 ―

自己資本比率 (％) 67.25 65.20 64.42
 

 

回次
第53期

第３四半期
連結会計期間

第54期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成29年10月１日
至 平成29年12月31日

自 平成30年10月１日
至 平成30年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 37.88 42.64
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第53期第３四半期連結累計期間及び第53期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。

４　『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号平成30年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等

については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

(建物管理運営事業)

第２四半期連結会計期間において、株式会社ながさきＭＩＣＥを共同出資により設立したため、同社を持分法

の適用の範囲に含めております。

当第３四半期連結会計期間において、株式会社早良グリーンテラスを共同出資により設立したため、同社を持

分法の適用の範囲に含めております。また、ＰＦＩ六本木ＧＲＩＰＳ株式会社は清算結了に伴い、持分法の適用

の範囲より除外しております。

(不動産ファンドマネジメント事業)

第１四半期連結会計期間において、株式会社さきしまコスモタワーホテルの株式を取得したため、同社を持分

法の適用の範囲に含めております。

第２四半期連結会計期間において、合同会社Ａｍａｉｒｏを営業者とする匿名組合及び合同会社Ｒｕｒｉを営

業者とする匿名組合に出資したため、連結の範囲に含めております。

当第３四半期連結会計期間において、合同会社Ｗａｋａｋｕｓａを営業者とする匿名組合に出資したため、連

結の範囲に含めております。

この結果、平成30年12月31日現在では、当社グループは、当社、子会社18社、関連会社30社及びその他の関係会社

１社により構成されることとなりました。

なお、第１四半期連結会計期間において、報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４　経理の状

況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）　セグメント情報」の「２．報告セグメントの変更等

に関する事項」をご参照ください。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の分析については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前

連結会計年度との比較・分析を行っております。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に緩やかな回復基調が継続

しているものの、米中貿易摩擦の長期化や新興国経済の減速など海外経済の動向が懸念され、先行き不透明な状況

が続いております。

不動産関連サービス業界におきましては、オフィスや商業ビルの空室率は主要都市部を中心に改善され、複合ビ

ルの建て替えプロジェクトも増加しており、当社にとって将来的に市場の拡大が覗えます。

このような事業環境のもと、当社グループにおきましては、新規管理案件の受託では、競合他社との差別化も意

識し、付加価値の高い管理案件を重点的に開拓しております。既存管理案件では、建物の資産価値を維持・向上さ

せる観点から、契約先に対し従前から提供している管理サービスを昨今の技術革新も視野に入れた内容へと進化・

改良する提案を行い、業務クオリティの向上と業務範囲の拡張に努めております。

また、当社のノウハウを生かした海外への事業展開をはじめ、ＰＦＩ事業、省エネルギー事業、環境事業など、

積極的な事業展開を図っております。

 
 ① 経営成績の分析 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、料金改定を含む固定契約の増加に加え、臨時業務が増加したことによ

り、715億94百万円(前年同四半期比1.4％増)となりました。

利益面におきましても、継続的にコストを見直すなど、原価管理を徹底したことにより、営業利益は50億71百

万円(前年同四半期比15.8％増)、経常利益は53億3百万円(前年同四半期比7.9％増)となりましたが、税金費用が

増加したことなどにより、親会社株主に帰属する四半期純利益は33億61百万円(前年同四半期比2.0％減)となりま

した。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

なお、セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。また、第１四半期連結会

計期間より、従来「建物管理運営事業」に含めていました「住宅管理運営事業」を新たに区分し、報告セグメン

トとしております。

(建物管理運営事業)

主たる業務であるビル管理業務及び保安警備の建物管理運営事業につきましては、料金改定を含む固定契約の

増加に加え、臨時業務が増加したことにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は498億75百万円(前年同四半

期比2.1％増)となりました。

利益面におきましても、仕様内容の変更提案や作業効率の見直しに努めたことにより、セグメント利益は61億

36百万円(前年同四半期比12.3％増)となりました。

 
 

EDINET提出書類

日本管財株式会社(E04828)

四半期報告書

 4/26



 

(住宅管理運営事業)

マンション及び公営住宅の管理を主体とする住宅管理運営事業につきましては、新規案件の受託は順調に推移

したものの、工事関連業務が減少したことにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は112億88百万円(前年同

四半期比8.3％減)となりました。

利益面におきましては、原価率の高い工事関連業務の見直しやコスト管理の徹底を図り、セグメント利益は10

億93百万円(前年同四半期比5.6％増)となりました。

(環境施設管理事業)

上下水道処理施設等の生活環境全般にかかる公共施設管理を主体とする環境施設管理事業につきましては、新

規管理案件の受託や契約更改は堅調であったものの、工事関連業務が減少したことにより、当第３四半期連結累

計期間の売上高は72億60百万円(前年同四半期比1.5％減)となりました。同事業の主要取引先である地方自治体の

財政は依然として緊縮傾向にあり、民間ノウハウの活用余地が大きく、潜在的に大きな市場と捉えております。

利益面におきましても、仕入価格の見直しに加え、適正な人員配置を中心にコスト削減に努めてまいりました

が、セグメント利益は9億13百万円(前年同四半期比1.7％減)となりました。

(不動産ファンドマネジメント事業)

不動産ファンドの組成・資産運用を行うアセットマネジメント及び匿名組合への出資を主体とする不動産ファ

ンドマネジメント事業につきましては、新規ファンドの立ち上げによる取得報酬や大型の運用資産の売却に伴う

収益が発生したことにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は11億93百万円(前年同四半期比216.3％増)とな

りました。

利益面におきましても、大型の運用資産の売却益に加え、経費の節減や業務の効率化に努めてまいりました結

果、セグメント利益は2億39百万円(前年同四半期比91.4％増)と大幅に増加しました。

(その他の事業)

イベントの企画・運営、印刷、デザインを主体としたその他の事業は、収益性の高い業務を受託できたことに

より、当第３四半期連結累計期間の売上高は19億75百万円(前年同四半期比15.9％増)、セグメント利益は3億97百

万円(前年同四半期比42.7％増)となりました。

 
 ② 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の資産は、売上債権の回収による売掛金などの減少があったものの、不動産ファ

ンドマネジメント事業における販売用不動産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ2億37百万円(0.3％増)

増加して688億25百万円となりました。

負債は、買掛金や未払法人税等の支払いなどにより、前連結会計年度末に比べ7億76百万円(3.3％減)減少して

226億7百万円となりました。

純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の増加などにより、前連結会計年度末に比べ10億14百万円

(2.2％増)増加して462億17百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.78ポイント増加し65.20％と

なりました。

 
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 160,000,000

計 160,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成30年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成31年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 41,180,306 41,180,306
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

計 41,180,306 41,180,306 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。

 

 第１回新株予約権(行使価額修正条項付)

決議年月日  平成30年10月31日

新株予約権の数(個)※ 30,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ ―

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ 普通株式　3,000,000　(注)３、６

新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 当初行使価額１株当たり2,064　(注)４、５、６

新株予約権の行使期間※ 平成30年11月27日～平成33年11月26日 (注)７

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)※

(注)４、８

新株予約権の行使の条件※ (注)15

新株予約権の譲渡に関する事項※ ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ ―
 

 ※本新株予約権の発行時(平成30年11月21日)における内容を記載しております。

 (注) １ 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株、本新株予約権１個当たりの目的である株式の数(以

下「交付株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(本新株予約権

の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額をいう。以下同じ。)が修正されても変化

しません(ただし、(注)３に記載のとおり、交付株式数は、調整されることがあります。)。なお、株価の

上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少

します。

EDINET提出書類

日本管財株式会社(E04828)

四半期報告書

 6/26



 

(2) 本新株予約権の行使価額の修正基準

本新株予約権の行使価額は、平成30年11月27日以降、(注)14(1)に定める本新株予約権の各行使請求の通

知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」とい

う。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下

「東証終値」という。)の92％に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」と

いう。)が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下回る

場合には、当該行使請求の通知が行われた日以降、当該金額に修正されます(修正後の行使価額を以下

「修正後行使価額」という。)。

(3) 行使価額の修正頻度

行使の際に(2)に記載の条件に該当する都度、修正されます。

(4) 行使価額の下限

本新株予約権の行使価額の下限は、条件決定日の直前取引日の東証終値の70％に相当する金額の１円未満

の端数を切り上げた金額である1,445円となります(ただし、(注)６(1)乃至(5)による調整を受けます。以

下「下限行使価額」という。)。

(5) 交付株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株(発行決議日現在の発行済株式数に対する割合は

7.29％)、交付株式数は100株で確定しております。

(6) 資金調達額の下限

下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額は、4,365,300,000円となります。(た

だし、本新株予約権の全部又は一部は行使されない可能性があります。)

(7) 本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられて

おります。

(8) 本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容

本新株予約権に関して、当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって

締結した買取契約において、下記の内容について合意しました。

　① 当社による行使指定

・平成30年11月27日以降、平成33年10月27日までの間において、当社の判断により、当社は割当先に対し

て本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定(以下「行使指定」という。)す

ることができます。

・行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。)において、以下の要件を満たす

ことが前提となります。

(ⅰ)東証終値が本新株予約権の下限行使価額の120％に相当する金額を下回っていないこと

(ⅱ)前回の行使指定日から20取引日以上の間隔が空いていること

(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと

(ⅳ)当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと

(ⅴ)停止指定が行われていないこと

(ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し(ストッ

プ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと

・当社が行使指定を行った場合、割当先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内(以下

「指定行使期間」という。)に指定された数の本新株予約権を行使する義務を負います。

・一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されることと

なる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日又は60取引日における当社株式の１日あ

たり平均出来高のいずれか少ない方に２を乗じて得られる数を超えないように指定する必要がありま

す。

・ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回った場合に

は、以後、当該行使指定の効力は失われます。

・当社は、行使指定を行う際にはその旨をプレスリリースにて開示します。

　② 割当先による本新株予約権の取得の請求

・割当先は、(ⅰ)平成30年11月27日以降、平成33年10月26日までの間のいずれかの５連続取引日の東証終

値の全てが下限行使価額を下回った場合、(ⅱ)平成33年10月27日以降平成33年11月４日までの期間、

(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締

役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、又は

(ⅳ)当社と割当先との間で締結した買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の

場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がな

された場合、当社は、本新株予約権の要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うこと

により残存する本新株予約権の全てを取得します。
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　③ 割当先による行使制限措置

・当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定

めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の

定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約

権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約

権の払込日時点における当社上場株式数の10％を超えることとなる場合の、当該10％を超える部分に係

る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせません。

・割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権

の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予

約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行います。

(9) 当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容

本新株予約権に関して、割当先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数

量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。

(10)当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容

本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である福田慎太郎は、その保有する当社株式について割

当先への貸株を行います。

(11)その他投資者の保護を図るため必要な事項

割当先は、当社との間で締結した買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当

社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要があります。その場合には、割当先は、あらかじめ譲

受人となる者に対して、当社との間で(8)③の内容等について約させるものとします。ただし、割当先

が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げません。 

 ２ 振替新株予約権

本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第

163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振

替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができません。

 ３ 新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式3,000,000株とします(交付株式数は、100

株とする。)。ただし、(2)乃至(5)により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である

株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとします。

(2) 当社が(注)６の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるも

のとします。

 

 調整後交付株式数＝
 調整前交付株式数 × 調整前行使価額

 調整後行使価額
 

 
   上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)６に定める調整前行使価額及び調整後行使

価額とします。

(3) (2)の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとします。

(4) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)６(2)、(4)及び(5)による行使価額の調整に関

し、各々に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。

(5) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式

数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本

新株予約権者」という。)に通知します。ただし、(注)６(2)⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の

通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行います。

 ４ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権１個の行使に際して出資される財

産の価額は、行使価額に交付株式数を乗じた金額としますが、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合

は、その端数を切り上げるものとします。

(2) 行使価額は、当初2,064円とします。ただし、行使価額は、(注)５又は(注)６に従い、修正又は調整され

ることがあります。

 ５ 行使価額の修正

(1) 平成30年11月27日以降、修正日価額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を１円以上上回る場合又は下

回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、修正後行使価額となります。ただし、かかる算出の結果、

修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。

(2) (1)により行使価額が修正される場合には、当社は、(注)14(2)に定める払込みの際に、本新株予約権者に

対し、修正後行使価額を通知します。
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 ６ 行使価額の調整

(1) 当社は、本新株予約権の発行後、(2)に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更

を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調

整します。

 
 

 既発行普通株式数＋
 交付普通株式数×１株当たりの払込金額

 調整後行使価額＝調整前行使価額×
 時　　価

 既発行普通株式数　＋　交付普通株式数
 

 
(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期につ

いては、次に定めるところによります。

　① 時価((3)②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、

当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に

付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権

(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合

を除く。)調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日

とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受け

る権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用します。

　② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合

 　 調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当て

の効力発生日の翌日以降、これを適用します。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株

主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用します。

　③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価((3)⑤に定義する。以下同じ。)を

もって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を

下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含

む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後行使価額は、発行さ

れる取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利

(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付され

ることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を

準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は

割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用します。ただし、当社普通株主に割当てを

受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用します。上記にかかわら

ず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点

で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等

の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株

式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものと

し、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用します。

　④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)

の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の

翌日以降これを適用します。上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予

約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に③又は

⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数((3)

⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数((3)③に定義する。以下同じ。)

を超えるときに限り、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」と

みなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超え

ない場合は、本④の調整は行わないものとします。
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　⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」と

いう。)の下方修正等が行われ(本(2)又は(4)と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当

該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」とい

う。)における時価を下回る価額になる場合(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、③による行使価額の調

整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請

求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることと

なる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして③の規定を準用して算出す

るものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用します。(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、③又

は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存

する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が

交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普

通株式数を超えるときには、調整後行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式

数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用

します。なお、１か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後行使価額は、当該修正

された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月

の末日の翌日以降これを適用します。

　⑥ ①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、か

つ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件として

いるときには、①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用す

るものとします。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予

約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとします。

ただし、株式の交付については(注)19(2)の規定を準用します。

 

 株式数 ＝
(調整前行使価額－調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数

 調 整 後 行 使 価 額
 

 
   この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。

　⑦ ①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、

①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するも

のとします。

 (3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てます。

　② 行使価額調整式及び(2)において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日(ただし、(2)⑥の場合は基

準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均

値(終値のない日数を除く。)とします。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、そ

の小数第２位を切り捨てます。

　③ 行使価額調整式及び(2)において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後行使

価額を適用する日の１か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当

社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、(2)又は(4)に基づき「交付普通株式数」とみなされた

当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとします。

　④ 当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準

日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとします。

　⑤ (2)において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行

に際して払込みがなされた額((2)③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場

合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とします。)から、その取得又は行使に際し

て当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除

した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額

の調整においては、当該対価を行使価額調整式における１株当たりの払込金額とします。

　⑥ (2)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の１か月前の日における、

当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)((2)④におい

ては)当該行使価額の調整前に、(2)又は(4)に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のう

ち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式

等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株

式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数

を加え、また(ⅱ)((2)⑤においては)当該行使価額の調整前に、(2)又は(4)に基づき「交付普通株式数」

とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の

調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交

付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式

等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普

通株式の株式数を加えるものとします。

(4) (2)で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行います。
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　① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権

利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部

の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。

　② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

　③ その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする

とき。

　④ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあ

たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(5) 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)５(1)に基づく行

使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行います。ただし、この場合も、

下限行使価額については、かかる調整を行うものとします。

(6) (1)乃至(5)により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、

調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知します。た

だし、(2)⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降

すみやかにこれを行います。

 ７ 新株予約権の行使可能期間

平成30年11月27日から平成33年11月26日までの期間(以下「行使可能期間」という。)とします。ただし、

当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構((注)16に定義する。以下同じ。)の休

業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができない

ものとします。

 ８ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めると

ころに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる

場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加

する資本金の額を減じた額とします。

 ９ 新株予約権の取得条項

(1) 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日(当該取締役会後15取引日を超えない日に定められる

ものとします。)を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部を取得しま

す。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株

予約権１個当たり払込金額と同額を交付します。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとしま

す。

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織

再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、

当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権１個

当たり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得します。当社は、取得した本新株

予約権を消却するものとします。

(3) 当社は、当社が発行する株式が東証により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場

合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から２週間後の日

(機構の休業日等である場合には、その翌営業日とします。)に、本新株予約権を取得するのと引換えに当

該本新株予約権の新株予約権者に対して本新株予約権１個当たり払込金額と同額を交付して、残存する本

新株予約権の全部を取得します。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとします。

(4) (1)及び(2)により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得日の２週間前ま

でに、当該取得日を、本新株予約権者に通知します。

 10 各新株予約権の払込金額　　本新株予約権１個当たり1,010円

 11 新株予約権の払込総額　　　30,300,000円

 12 新株予約権の割当日　　　　平成30年11月21日

 13 新株予約権の払込期日　　　平成30年11月21日

 14 新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 本新株予約権の行使請求は、機構又は口座管理機関(社債等振替法第2条第4項に定める口座管理機関をい

う。以下同じ。)に対し行使請求に要する手続きを行い、行使可能期間中に機構により行使請求受付場所

に行使請求の通知が行われることにより行われます。

(2) 本新株予約権を行使する場合、(1)の行使請求に要する手続きとともに、本新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の全額を機構又は口座管理機関を通じて現金にて(注)18に定める新株予約権の行使に

関する払込取扱場所の当社の指定する口座に払い込むものとします。

(3) 本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできません。

 15 新株予約権の行使の条件　　     各本新株予約権の一部行使はできないものとします。

 16 振替機関 　　　　　　　　　　  株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)

 17 新株予約権の行使請求受付場所　 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

 18 新株予約権の行使に関する払込取扱場所  株式会社三井住友銀行 西宮支店
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 19 新株予約権行使の効力発生時期等

(1) 本新株予約権の行使請求の効力は、機構による行使請求の通知が(注)17に記載の行使請求受付場所に行わ

れ、かつ、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が払込取扱場所の当社の指定する口

座に入金された日に発生します。

(2) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した日の３銀行営業日後の日に振替株式の新規記録又は自

己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。

 20 単元株式数の定めの廃止等に伴う取扱い

当社が単元株式数の定めを廃止する場合等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合に

は、当社は必要な措置を講じます。

 21 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を野村證券株式会社に割当てます。

 22 申込期間 平成30年11月21日

 23 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。

 24 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由

   一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流

動性、割当先の権利行使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考

に、本新株予約権１個の払込金額を金1,010円としました。さらに、本新株予約権の行使に際して出資され

る財産の価額は(注)４記載のとおりとし、行使価額は当初、平成30年11月６日の東証における当社普通株式

の普通取引の終値に相当する金額としました。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第３四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、

行使されました。 

 

 
第３四半期会計期間

(平成30年10月１日から平成30年12月31日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項

付新株予約権付社債券等の数(個)
600

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 60,000

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 1,737

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 104,220

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使

価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
600

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
60,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
1,737

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)
104,220

 

 
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成30年12月31日 ― 41,180,306 ― 3,000,000 ― 498,800
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(平成30年９月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

平成30年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 6,796,700
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 34,343,100
 

343,431 ―

単元未満株式 普通株式 40,506
 

― ―

発行済株式総数 41,180,306 ― ―

総株主の議決権 ― 343,431 ―
 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が6,400株(議決権の数64個)含まれてお

ります。

２　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が62株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成30年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

(自己保有株式)
日本管財株式会社

兵庫県西宮市
六湛寺町９番16号

6,796,700 ― 6,796,700 16.50

計 ― 6,796,700 ― 6,796,700 16.50
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。 
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成30年10月１日から平成

30年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 22,002,218 22,185,423

  受取手形及び売掛金 14,097,157 11,122,134

  事業目的匿名組合出資金 27,949 60,005

  貯蔵品 121,457 141,627

  販売用不動産 1,476,174 4,500,350

  未収還付法人税等 139,995 66,876

  その他 1,007,139 2,089,666

  貸倒引当金 △8,301 △6,991

  流動資産合計 38,863,788 40,159,090

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,288,498 3,228,336

   機械装置及び運搬具（純額） 49,966 52,043

   工具、器具及び備品（純額） 450,530 426,671

   土地 1,154,050 1,167,664

   リース資産（純額） 300,492 260,224

   建設仮勘定 7,830 32,350

   有形固定資産合計 5,251,366 5,167,288

  無形固定資産   

   電話加入権 46,526 46,526

   ソフトウエア 309,263 290,622

   のれん 1,971,427 1,856,208

   リース資産 9,329 8,021

   ソフトウエア仮勘定 88,971 124,697

   無形固定資産合計 2,425,516 2,326,074

  投資その他の資産   

   投資有価証券 16,143,074 14,743,810

   長期貸付金 542,950 531,968

   長期前払費用 35,642 52,769

   敷金及び保証金 3,523,816 3,978,820

   会員権 393,136 392,978

   退職給付に係る資産 746,883 908,141

   繰延税金資産 370,033 264,316

   その他 354,964 358,243

   貸倒引当金 △63,115 △57,639

   投資その他の資産合計 22,047,383 21,173,406

  固定資産合計 29,724,265 28,666,768

 資産合計 68,588,053 68,825,858
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※1  8,607,085 ※1  6,623,554

  1年内返済予定の長期借入金 2,350,000 1,968,750

  1年内返済予定の長期ノンリコースローン 13,900 19,343

  リース債務 107,293 98,685

  未払費用 2,685,542 2,486,786

  未払法人税等 949,574 504,248

  未払消費税等 768,043 718,021

  預り金 614,827 832,561

  前受金 169,530 544,127

  賞与引当金 642,062 100,076

  資産除去債務 - 23,358

  その他 17,417 48,730

  流動負債合計 16,925,273 13,968,239

 固定負債   

  長期ノンリコースローン 1,051,100 2,989,158

  リース債務 209,068 178,508

  繰延税金負債 1,277,979 1,147,376

  退職給付に係る負債 432,279 423,764

  長期預り保証金 2,517,391 2,969,143

  資産除去債務 264,295 241,513

  持分法適用に伴う負債 4,552 -

  その他 702,732 690,271

  固定負債合計 6,459,396 8,639,733

 負債合計 23,384,669 22,607,972

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,000,000 3,000,000

  資本剰余金 646,943 707,969

  利益剰余金 42,567,483 44,347,294

  自己株式 △4,962,993 △4,919,193

  株主資本合計 41,251,433 43,136,070

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 3,724,532 2,877,121

  為替換算調整勘定 △540,087 △896,778

  退職給付に係る調整累計額 △251,285 △238,938

  その他の包括利益累計額合計 2,933,160 1,741,405

 新株予約権 - 29,694

 非支配株主持分 1,018,791 1,310,717

 純資産合計 45,203,384 46,217,886

負債純資産合計 68,588,053 68,825,858
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 70,607,228 71,594,061

売上原価 56,526,807 56,571,302

売上総利益 14,080,421 15,022,759

販売費及び一般管理費   

 販売費 219,479 233,800

 人件費 5,779,348 5,944,278

 賞与引当金繰入額 47,637 73,757

 退職給付費用 94,152 71,814

 旅費交通費及び通信費 743,748 790,999

 消耗品費 291,463 278,983

 賃借料 714,582 710,955

 保険料 369,423 362,539

 減価償却費 284,369 280,739

 租税公課 77,865 84,050

 事業税 198,453 231,060

 貸倒引当金繰入額 △2,985 △2,826

 のれん償却額 104,820 115,220

 その他 778,088 775,455

 販売費及び一般管理費合計 9,700,442 9,950,823

営業利益 4,379,979 5,071,936

営業外収益   

 受取利息及び配当金 156,892 166,777

 受取賃貸料 40,389 40,078

 持分法による投資利益 343,524 82,737

 為替差益 45,244 -

 その他 51,682 55,039

 営業外収益合計 637,731 344,631

営業外費用   

 支払利息 21,135 21,638

 賃貸費用 35,034 37,829

 固定資産除売却損 27,283 17,041

 為替差損 - 19,049

 その他 18,626 17,227

 営業外費用合計 102,078 112,784

経常利益 4,915,632 5,303,783

特別利益   

 投資有価証券売却益 226,200 -

 特別利益合計 226,200 -

税金等調整前四半期純利益 5,141,832 5,303,783

法人税、住民税及び事業税 1,304,462 1,519,555

法人税等調整額 324,635 342,313

法人税等合計 1,629,097 1,861,868

四半期純利益 3,512,735 3,441,915

非支配株主に帰属する四半期純利益 81,650 80,461

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,431,085 3,361,454
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 3,512,735 3,441,915

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 888,249 △850,315

 為替換算調整勘定 △4,474 △5,328

 退職給付に係る調整額 41,006 13,815

 持分法適用会社に対する持分相当額 214,726 △351,362

 その他の包括利益合計 1,139,507 △1,193,190

四半期包括利益 4,652,242 2,248,725

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 4,564,985 2,169,699

 非支配株主に係る四半期包括利益 87,257 79,026
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

１　連結の範囲の重要な変更

　　第２四半期連結会計期間において、合同会社Ａｍａｉｒｏを営業者とする匿名組合及び合同会社Ｒｕｒｉを

 営業者とする匿名組合に出資したため、連結の範囲に含めております。

　　当第３四半期連結会計期間において、合同会社Ｗａｋａｋｕｓａを営業者とする匿名組合に出資したため、

　連結の範囲に含めております。

２　持分法適用の範囲の重要な変更

　　第１四半期連結会計期間において、株式会社さきしまコスモタワーホテルの株式を取得したため、同社を持

　分法の適用の範囲に含めております。

　　第２四半期連結会計期間において、株式会社ながさきＭＩＣＥを共同出資により設立したため、同社を持分

　法の適用の範囲に含めております。

　　当第３四半期連結会計期間において、株式会社早良グリーンテラスを共同出資により設立したため、同社を

　持分法の適用の範囲に含めております。また、ＰＦＩ六本木ＧＲＩＰＳ株式会社は清算結了に伴い、持分法の

　適用の範囲より除外しております。
 

　

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

　　 (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固

定負債の区分に表示しております。

 
     (退職給付制度の移行)

当社及び一部の連結子会社は、平成31年４月１日より確定給付年金制度の一部について確定拠出年金制度へ

移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号　平成28年12月16日改

正）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号　平成19年２

月７日改正）を適用する予定であります。

本移行に伴う影響額については現在評価中であります。

 
(四半期連結貸借対照表関係)

　※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年12月31日)

支払手形 　4,752千円 　1,080千円
 

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれ

んの償却額は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

減価償却費 　439,306千円 421,506千円

のれんの償却額 　104,820千円 115,220千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月16日
定時株主総会

普通株式 722,070 21.00 平成29年３月31日 平成29年６月19日 利益剰余金

平成29年11月２日
取締役会

普通株式 722,058 21.00 平成29年９月30日 平成29年12月５日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年６月15日
定時株主総会

普通株式 722,054 21.00 平成30年３月31日 平成30年６月18日 利益剰余金

平成30年10月31日
取締役会

普通株式 859,588 25.00 平成30年９月30日 平成30年12月４日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

報告セグメント

調整額

(千円)

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(千円)

(注)２

建物管理

運営事業

(千円)

 住宅管理

 運営事業

 （千円）

環境施設

管理事業

(千円)

不動産ファン

ドマネジメン

ト事業

(千円)

その他の

事業

(千円)

計

(千円)

売上高         

 外部顧客への

 売上高
48,846,605 12,305,683 7,372,893 377,306 1,704,741 70,607,228 ― 70,607,228

 セグメント間の

 内部売上高又は

 振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 48,846,605 12,305,683 7,372,893 377,306 1,704,741 70,607,228 ― 70,607,228

セグメント利益 5,464,991 1,035,256 928,906 125,299 278,499 7,832,951 △3,452,972 4,379,979
 

(注) １　セグメント利益の調整額△3,452,972千円は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

 

報告セグメント

調整額

(千円)

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(千円)

(注)２

建物管理

運営事業

(千円)

住宅管理

 運営事業

 （千円）

環境施設

管理事業

(千円)

不動産ファン

ドマネジメン

ト事業

(千円)

その他の

事業

(千円)

計

(千円)

売上高         

 外部顧客への

 売上高
49,875,523 11,288,796 7,260,935 1,193,320 1,975,487 71,594,061 ― 71,594,061

 セグメント間の

 内部売上高又は

 振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 49,875,523 11,288,796 7,260,935 1,193,320 1,975,487 71,594,061 ― 71,594,061

セグメント利益 6,136,591 1,093,371 913,253 239,846 397,480 8,780,541  △3,708,605 5,071,936
 

(注) １　セグメント利益の調整額△3,708,605千円は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 
２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、従来「建物管理運営事業」に含めていました「住宅管理運営事業」について専業

性と事業規模を勘案し、事業内容及び収益構造をより明確にするため報告セグメントとして区分する方法に変更し

ております。

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載してお

ります。

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)

 (１) １株当たり四半期純利益金額  99円79銭 97円76銭

  (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 3,431,085 3,361,454

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
   四半期純利益金額(千円)

3,431,085 3,361,454

   普通株式の期中平均株式数(株) 34,383,843 34,385,944

 (２) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ― 97円66銭

  (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―

   普通株式増加数(株) ― 33,698

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

（注）前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

日本管財株式会社(E04828)

四半期報告書

23/26



２ 【その他】

第54期(平成30年４月１日から平成31年３月31日まで)中間配当については、平成30年10月31日開催の取締役会にお

いて、平成30年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしま

した。

① 配当金の総額                                859,588千円

② １株当たりの金額                               25円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成30年12月４日

 

EDINET提出書類

日本管財株式会社(E04828)

四半期報告書

24/26



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成31年２月12日

日本管財株式会社

取締役会  御中

 

ＰｗＣあらた有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 木　下　　昌　久 ㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本管財株式会

社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成30年10月１日から平成

30年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本管財株式会社及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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